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令和７年三好市教育委員会４月定例会議録 

 

 

（１）開会及び閉会に関する事項 

令和７年４月２３日（水）       三好市本庁舎 ３階会議室３Ｂ 

開催    午後４時００分 

閉会    午後５時１０分 

 

 

（２）出席委員の氏名 

教 育 長  伊丹 賢治 

委  員  深田 晃司   委  員  大北 慶子 

委  員  石井 一次   委  員  竹内 大介 

委  員  向井 ひろみ 

 

 

 

 

（３）委員を除くほか、議場に出席した者の氏名 

▼出席職員 

教育次長                  岡田 由紀 

学校教育課長                豊永 詩保子 

社会教育課長                藤原 晃 

学校教育課指導主事             武田 真二郎 

 

 

 

 

（４）傍聴人   

        ▼傍聴人                ０名 
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〔開 会〕 

教育長      定例会を開催する旨を告げる。 

 

 

〔教育長の報告〕 

教育長      令和７年３月２２日から本日定例会までの主な事項について報告 

        する。 

 

 

〔前回会議録の承認〕 

教育長     配布されている会議録を承認して差し支えないかを各委員に諮る。 

各委員      異議なし。 

教育長      会議録を承認する旨を告げる。 

 

 

〔議 事〕 

教育長     議事に入ることを告げる。 

 

議案第５号 三好市伝統文化施設管理運営規則の一部を改正する規則について 

教育長     説明を求める。 

社会教育課長  三好市伝統文化施設管理運営規則第２条に定める阿波池田うだつの家 

の閉館時間を午後９時から午後５時に改正するものである。地元のニ 

ーズを受け、これまではうだつの家のみ閉館時間を午後９時としてい 

たが、施設の利用頻度等により阿波池田たばこ資料館と同じ午後５時 

に見直す。今後午後５時を超える利用のニーズがあった場合は、条文 

の三好市教育委員会が特に必要と認めたときは変更することができる 

との但し書きを適用する。 

教育長      議案第５号を原案のとおり決定してよいかを諮る。 

各委員      異議なし。 

教育長      議案第５号を原案どおり決定する旨を告げる。 

 

 

〔閉 会〕 

教育長     本日の議事がすべて終了したので閉会する旨を告げる。 

 

 


